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●令和６年度税制改正

1　法人税

１．給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度〔賃上げ
促進税制〕の見直し
⑴　全法人向けの措置について，次の見直しを行った上，そ
の適用期限を３年延長する。
①　原則の税額控除率を10％（改正前：15％）に引き下げ
る。
②　税額控除率の上乗せ措置を次の場合の区分に応じそれ
ぞれ次のとおりとする。
イ　継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支
給額に対する増加割合が４％以上である場合　税額控
除率に５％（その増加割合が５％以上である場合には
10％とし，その増加割合が７％以上である場合には15
％とする。）を加算する。
ロ　教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加
割合が10％以上であり，かつ，教育訓練費の額が雇用
者給与等支給額の0.05％以上である場合　税額控除率
に５％を加算する。
ハ　プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を
受けている場合　税額控除率に５％を加算する。

③　本措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上
げの方針，取引先との適切な関係の構築の方針その他の
事項」を公表しなければならない者に，常時使用する従
業員の数が2,000人を超えるものを加える。
④　本措置の適用を受けるために公表すべき「給与等の支
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給額の引上げの方針，取引先との適切な関係の構築の方
針その他の事項」における取引先に消費税の免税事業者
が含まれることを明確化する。

⑵　青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が
2,000人以下であるもの（その法人及びその法人との間に
その法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員
の数の合計数が１万人を超えるものを除く。）が，令和
６.４.１から令和9.３.31までの間に開始する各事業年度に
おいて国内雇用者に対して給与等を支給する場合におい
て，継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給
額に対する増加割合が３％以上であるときは，控除対象雇
用者給与等支給増加額の10％の税額控除ができる措置を
加える。
この場合において，税額控除率の上乗せ措置を次の場合
の区分に応じそれぞれ次のとおりとする。
①　継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給
額に対する増加割合が４％以上である場合　税額控除率
に15％を加算する。
②　教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割
合が10％以上であり，かつ，教育訓練費の額が雇用者給
与等支給額の0.05％以上である場合　税額控除率に５％
を加算する。
③　当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼ
し認定を受けている事業年度又はえるぼし認定（３段階
目）を受けた事業年度である場合　税額控除率に５％を
加算する。
ただし，控除税額は，当期の法人税額の20％を上限とす
る。
（注）　資本金の額等が10億円以上であり，かつ，常時使用
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する従業員の数が1,000人以上である場合には，給与
等の支給額の引上げの方針，取引先との適切な関係の
構築の方針その他の事項をインターネットを利用する
方法により公表したことを経済産業大臣に届け出てい
る場合に限り，適用があるものとする。

⑶　中小企業向けの措置について，次の見直しを行い，控除
限度超過額は５年間の繰越しができることとした上，その
適用期限を３年延長する。
①　教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について，
教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合
が５％以上であり，かつ，教育訓練費の額が雇用者給与
等支給額の0.05％以上である場合に税額控除率に10％を
加算する措置とする。
②　当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼ
し認定を受けている事業年度又はくるみん認定若しくは
えるぼし認定（２段階目以上）を受けた事業年度である
場合に税額控除率に５％を加算する措置を加える。

（注）　繰越税額控除制度は，繰越税額控除をする事業年度
において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給
額を超える場合に限り，適用できることとする。

⑷　給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の
者から支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び
介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含
まれないこととする。
⑸　その他所要の措置を講ずる。

２．公益信託制度の創設に伴う措置
⑴　公益信託の信託財産に帰せられる収益及び費用について
は，委託者及び受託者の段階で法人税を課税しないことと
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する。
⑵　公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託
に係る信託事務に関連する寄附金（出資に関する信託事務
に充てられることが明らかなものを除く。）について，特
定公益増進法人に対する寄附金と同様に，別枠の損金算入
限度額の対象とする。
⑶　その他所要の措置を講ずる。
（注）　公益信託に関する法律（令和６年法律30号）の施行の

日から適用する。また，現行の特定公益信託及び特定公
益信託以外の公益信託について，所要の経過措置を講ず
る。

３．適格現物出資の見直し
⑴　内国法人が外国法人の本店等に無形資産等の移転を行う
現物出資について，適格現物出資の対象から除外する。
（注）　上記の「無形資産等」とは，次に掲げる資産で，独

立の事業者の間で通常の取引の条件に従って譲渡，貸
付け等が行われるとした場合にその対価が支払われる
べきものをいう。
①　工業所有権その他の技術に関する権利，特別の技
術による生産方式又はこれらに準ずるもの（これら
の権利に関する使用権を含む。）
②　著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ず
るものを含む。）

⑵　適格現物出資への該当性の判定に際し，現物出資により
移転する資産等（国内不動産等を除く。）の内外判定は，
内国法人の本店等若しくは外国法人の恒久的施設を通じて
行う事業に係る資産等又は内国法人の国外事業所等若しく
は外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産等のいず
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れに該当するかによることとする。
（注）　令和６.10.１以後に行われる現物出資について適用す

る。

４．暗号資産の時価評価課税の見直し
法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡につ
いての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末にお
ける評価額は，次のいずれかの評価方法のうちその法人が選
定した評価方法（自己の発行する暗号資産でその発行の時か
ら継続して保有するものにあっては，次の⑴の評価方法）に
より計算した金額とするほか，所要の措置を講ずる。
⑴　原価法
⑵　時価法
（注）　上記の評価方法は，譲渡についての制限その他の条件

が付されている暗号資産の種類ごとに選定し，その暗号
資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書の
提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければ
ならないこととする。なお，評価方法を選定しなかった
場合には，原価法により計算した金額をその暗号資産の
期末における評価額とする。

５．試験研究を行った場合の税額控除制度〔研究開発税制〕
の見直し
⑴　制度の対象となる試験研究費の額から，内国法人の国外
事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費の額を除外す
る。
（注）　令和７.４.１以後に開始する事業年度から適用する。
⑵　一般試験研究費の額に係る税額控除制度について，令和
８.４.１以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が
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⑵　一般試験研究費の額に係る税額控除制度について，令和
８.４.１以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が
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零に満たない事業年度につき，税額控除率を次のとおり見
直すとともに，税額控除率の下限（改正前：１％）を撤廃
する。
①　令和８.４.１から令和11.３.31までの間に開始する事業
年度　8.5％＋増減試験研究費割合×30分の8.5
②　令和11.４.１から令和13.３.31までの間に開始する事業
年度　8.5％＋増減試験研究費割合×27.5分の8.5
③　令和13.４.１以後に開始する事業年度
8.5％＋増減試験研究費割合×25分の8.5

６．事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別控除
制度〔戦略分野国内生産促進税制〕の創設
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の改正法の
施行の日から令和9.３.31までの間にされた同法の事業適応
計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者（その事業適応
計画にその計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事
業適応のための措置として同法の産業競争力基盤強化商品の
生産及び販売を行う旨の記載があるものに限る。）であるも
のが，その事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商
品のうち，半導体又は特定商品生産用資産の生産をするため
の設備の新設又は増設をする場合において，その新設又は増
設に係る機械その他の減価償却資産（以下「産業競争力基盤
強化商品生産用資産」という。）の取得等をして，国内にあ
る事業の用に供したときは，その認定の日以後10年以内（以
下「対象期間」という。）の日を含む各事業年度において，
その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産
業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間におい
て販売されたものの数量等に応じた金額とその産業競争力基
盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額（既に本

6

税務手帳追録2024_再

（偶数）←左ページ

制度の税額控除の対象となった金額を除く。）とのうちいず
れか少ない金額の税額控除ができることとする。
ただし，控除税額は，デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制の税額控除制度による控除税額及びカーボンニ
ュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除
税額との合計で当期の法人税額の40％（半導体生産用資産に
あっては，20％）を上限とし，控除限度超過額は４年間（半
導体生産用資産にあっては，３年間）の繰越しができる。

７．特定税額控除規定の不適用措置の見直し
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する
税額控除の規定（特定税額控除規定）を適用できないことと
する措置について，次の見直しを行った上，その適用期限を
３年延長する。
⑴　資本金の額等が10億円以上であり，かつ，常時使用する
従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所
得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場
合における要件の上乗せ措置について，次の見直しを行う。
①　本措置の対象に，常時使用する従業員の数が2,000人
を超える場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える
一定の場合のいずれにも該当する場合を加える。
②　国内設備投資額に係る要件を，国内設備投資額が当期
償却費総額の40％（改正前：30％）を超えることとする。

⑵　継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する場合に給
与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者か
ら支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護
職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれ
ないこととする。
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計画にその計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事
業適応のための措置として同法の産業競争力基盤強化商品の
生産及び販売を行う旨の記載があるものに限る。）であるも
のが，その事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商
品のうち，半導体又は特定商品生産用資産の生産をするため
の設備の新設又は増設をする場合において，その新設又は増
設に係る機械その他の減価償却資産（以下「産業競争力基盤
強化商品生産用資産」という。）の取得等をして，国内にあ
る事業の用に供したときは，その認定の日以後10年以内（以
下「対象期間」という。）の日を含む各事業年度において，
その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産
業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間におい
て販売されたものの数量等に応じた金額とその産業競争力基
盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額（既に本
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制度の税額控除の対象となった金額を除く。）とのうちいず
れか少ない金額の税額控除ができることとする。
ただし，控除税額は，デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制の税額控除制度による控除税額及びカーボンニ
ュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除
税額との合計で当期の法人税額の40％（半導体生産用資産に
あっては，20％）を上限とし，控除限度超過額は４年間（半
導体生産用資産にあっては，３年間）の繰越しができる。

７．特定税額控除規定の不適用措置の見直し
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する
税額控除の規定（特定税額控除規定）を適用できないことと
する措置について，次の見直しを行った上，その適用期限を
３年延長する。
⑴　資本金の額等が10億円以上であり，かつ，常時使用する
従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所
得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場
合における要件の上乗せ措置について，次の見直しを行う。
①　本措置の対象に，常時使用する従業員の数が2,000人
を超える場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える
一定の場合のいずれにも該当する場合を加える。
②　国内設備投資額に係る要件を，国内設備投資額が当期
償却費総額の40％（改正前：30％）を超えることとする。

⑵　継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する場合に給
与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者か
ら支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護
職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれ
ないこととする。
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８．生産方式革新事業活動用資産等の特別償却制度の創設
青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のための
スマート農業技術の活用の促進に関する法律の生産方式革新
実施計画の認定を受けた農業者等（その農業者等が団体であ
る場合におけるその構成員等を含む。以下同じ。）又は生産
方式革新実施計画の認定を受けた農業者等の同法の生産方式
革新事業活動の促進に資する措置としてその計画に記載され
たもの（以下「促進措置」という。）を行う同法のスマート
農業技術活用サービス事業者若しくは食品等事業者であるも
のが，同法の施行の日から令和9.３.31までの間に，次の機
械その他の減価償却資産のうち一定の基準に適合するもの
（以下「生産方式革新事業活動用資産等」という。）の取得等
をして，その法人の生産方式革新事業活動（スマート農業技
術活用サービス事業者又は食品等事業者にあっては，その促
進措置）の用に供した場合には，その取得価額に，次の生産
方式革新事業活動用資産等の区分に応じそれぞれ次の償却率
を乗じた金額の特別償却ができることとする。
⑴　認定生産方式革新実施計画に記載されたその農業者等が
行う生産方式革新事業活動の用に供する設備等を構成する
機械装置，器具備品，建物等及び構築物　32％（建物等及
び構築物については，16％）
⑵　認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事
業活動の促進に資する措置の用に供する設備等を構成する
機械装置　25％

９．事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等
の割増償却制度の廃止
令和６.３.31をもって廃止された。
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10．特許権等の譲渡等による所得の課税の特例〔イノベーシ
ョンボックス税制〕の創設
青色申告書を提出する法人が，令和７.４.１から令和
14.３.31までの間に開始する各事業年度において居住者若し
くは内国法人（関連者であるものを除く。）に対する特定特
許権等の譲渡又は他の者（関連者であるものを除く。）に対
する特定特許権等の貸付け（以下「特許権譲渡等取引」とい
う。）を行った場合には，次の金額のうちいずれか少ない金
額の30％に相当する金額は，その事業年度において損金算入
できることとする。
⑴　その事業年度において行った特許権譲渡等取引ごとに，
次の①の金額に次の②の金額のうちに次の③の金額の占め
る割合を乗じた金額を合計した金額
①　その特許権譲渡等取引に係る所得の金額
②　当期及び前期以前（令和７.４.１以後に開始する事業
年度に限る。）において生じた研究開発費の額のうち，
その特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に直接関連す
る研究開発に係る金額の合計額
③　上記②の金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額
⑵　当期の所得の金額

11．交際費等の損金不算入の見直し
次の措置を講じた上，その適用期限を３年延長する。
⑴　損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の
飲食費に係る金額基準を１人当たり１万円以下（改正前：
5,000円以下）に引き上げる。
⑵　接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損
金算入の特例の適用期限を３年延長する。

（注）　上記⑴の改正は，令和６.４.１以後に支出する飲食費
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11．交際費等の損金不算入の見直し
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⑴　損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の
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（注）　上記⑴の改正は，令和６.４.１以後に支出する飲食費

9

右ページ→（奇数）

税務手帳追録2024_再



について適用する。

12．中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算
入の特例の見直し
対象法人から電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）
により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項
を提供しなければならない法人のうち常時使用する従業員の
数が300人を超えるものを除外した上，その適用期限を２年
延長する（適用期限の延長は，所得税についても同様とす
る。）。

13．外形標準課税の見直し
⑴　減資への対応
①　対象法人について，現行基準（資本金又は出資金（以下
「資本金」という。）１億円超）を維持する。ただし，当分
の間，当該事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象で
あった法人であって，当該事業年度に資本金１億円以下で，
資本金と資本剰余金（これに類するものを含む。以下「資
本剰余金」という。）の合計額（以下「資本金と資本剰余
金の合計額」という。）が10億円を超えるものは，外形標
準課税の対象とする。
②　施行日以後最初に開始する事業年度については，上記①
にかかわらず，公布日を含む事業年度の前事業年度（公布
日の前日に資本金が１億円以下となっていた場合には，公
布日以後最初に終了する事業年度）に外形標準課税の対象
であった法人であって，当該施行日以後最初に開始する事
業年度に資本金１億円以下で，資本金と資本剰余金の合計
額が10億円を超えるものは，外形標準課税の対象とする。
③　その他所要の措置を講ずる。
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（注）　令和７.４.１に施行し，同日以後に開始する事業年度
から適用する。

⑵　100％子法人等への対応
①　資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人（当
該法人が非課税又は所得割のみで課税される法人等である
場合を除く。）又は相互会社・外国相互会社（以下「特定
法人」という。）の100％子法人等のうち，当該事業年度末
日の資本金が１億円以下で，資本金と資本剰余金の合計額
（公布日以後に，当該100％子法人等がその100％親法人等
に対して資本剰余金から配当を行った場合においては，当
該配当に相当する額を加算した金額）が２億円を超えるも
のは，外形標準課税の対象とする。
②　令和9.３.31までの間に産業競争力強化法の特別事業再
編計画の認定を受けた認定特別事業再編事業者が，当該認
定を受けた計画に従って行う一定の特別事業再編のための
措置として他の法人の株式等の取得，株式交付又は株式交
換を通じて当該他の法人を買収し，その買収（一定のもの
に限る。）の日以降も引き続き株式等を有している場合に
は，当該他の法人（当該認定特別事業再編事業者が当該計
画の認定を受ける前５年以内に買収した法人を含む。以下
「他の法人等」という。）が行う事業に対する法人事業税に
ついては，当該買収の日の属する事業年度からその買収の
日以後５年を経過する日の属する事業年度までの各事業年
度においては，外形標準課税の対象外とする。ただし，当
該他の法人等が，現行基準（資本金１億円超）又は上記⑴
により外形標準課税の対象である場合は，特例措置の対象
から除外する。
③　上記①により，新たに外形標準課税の対象となる法人に
ついて，外形標準課税の対象となったことにより，従来の
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について適用する。

12．中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算
入の特例の見直し
対象法人から電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）
により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項
を提供しなければならない法人のうち常時使用する従業員の
数が300人を超えるものを除外した上，その適用期限を２年
延長する（適用期限の延長は，所得税についても同様とす
る。）。

13．外形標準課税の見直し
⑴　減資への対応
①　対象法人について，現行基準（資本金又は出資金（以下
「資本金」という。）１億円超）を維持する。ただし，当分
の間，当該事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象で
あった法人であって，当該事業年度に資本金１億円以下で，
資本金と資本剰余金（これに類するものを含む。以下「資
本剰余金」という。）の合計額（以下「資本金と資本剰余
金の合計額」という。）が10億円を超えるものは，外形標
準課税の対象とする。
②　施行日以後最初に開始する事業年度については，上記①
にかかわらず，公布日を含む事業年度の前事業年度（公布
日の前日に資本金が１億円以下となっていた場合には，公
布日以後最初に終了する事業年度）に外形標準課税の対象
であった法人であって，当該施行日以後最初に開始する事
業年度に資本金１億円以下で，資本金と資本剰余金の合計
額が10億円を超えるものは，外形標準課税の対象とする。
③　その他所要の措置を講ずる。
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（注）　令和７.４.１に施行し，同日以後に開始する事業年度
から適用する。

⑵　100％子法人等への対応
①　資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人（当
該法人が非課税又は所得割のみで課税される法人等である
場合を除く。）又は相互会社・外国相互会社（以下「特定
法人」という。）の100％子法人等のうち，当該事業年度末
日の資本金が１億円以下で，資本金と資本剰余金の合計額
（公布日以後に，当該100％子法人等がその100％親法人等
に対して資本剰余金から配当を行った場合においては，当
該配当に相当する額を加算した金額）が２億円を超えるも
のは，外形標準課税の対象とする。
②　令和9.３.31までの間に産業競争力強化法の特別事業再
編計画の認定を受けた認定特別事業再編事業者が，当該認
定を受けた計画に従って行う一定の特別事業再編のための
措置として他の法人の株式等の取得，株式交付又は株式交
換を通じて当該他の法人を買収し，その買収（一定のもの
に限る。）の日以降も引き続き株式等を有している場合に
は，当該他の法人（当該認定特別事業再編事業者が当該計
画の認定を受ける前５年以内に買収した法人を含む。以下
「他の法人等」という。）が行う事業に対する法人事業税に
ついては，当該買収の日の属する事業年度からその買収の
日以後５年を経過する日の属する事業年度までの各事業年
度においては，外形標準課税の対象外とする。ただし，当
該他の法人等が，現行基準（資本金１億円超）又は上記⑴
により外形標準課税の対象である場合は，特例措置の対象
から除外する。
③　上記①により，新たに外形標準課税の対象となる法人に
ついて，外形標準課税の対象となったことにより，従来の
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課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち，次
に定める額を，当該事業年度に係る法人事業税額から控除
する措置を講ずる。
イ　令和８.４.１から令和9.３.31までの間に開始する事業
年度　当該超える額に３分の２の割合を乗じた額
ロ　令和9.４.１から令和10.３.31までの間に開始する事業
年度　当該超える額に３分の１の割合を乗じた額

④　その他所要の措置を講ずる。
（注）　令和８.４.１に施行し，同日以後に開始する事業年度

から適用する。

14．震災特例法による特定の資産の買換えの場合の課税の特
例の廃止
適用期限（令和６.３.31）の到来をもって廃止された。

15．各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等〔グ
ローバル・ミニマム課税〕の見直し
⑴　構成会社等がその所在地国において一定の要件を満たす
自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合
には，その所在地国に係るグループ国際最低課税額を零と
する適用免除基準を設ける。
⑵　無国籍構成会社等が自国内最低課税額に係る税を課され
ている場合には，グループ国際最低課税額の計算において
その税の額を控除する。
⑶　個別計算所得等の金額から除外される一定の所有持分の
時価評価損益等について，特定多国籍企業グループ等に係
る国又は地域単位の選択により，個別計算所得等の金額に
含める。
⑷　導管会社等に対する所有持分を有することにより適用を
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受けることができる税額控除の額（一定の要件を満たすも
のに限る。）について，特定多国籍企業グループ等に係る
国又は地域単位の選択により，調整後対象租税額に加算す
る。
⑸　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度につい
て，特定多国籍企業グループ等報告事項等を，提供義務者
の区分に応じて必要な事項等に見直す。
⑹　外国税額控除について，次の見直しを行う。
①　次に掲げる外国における税について，外国税額控除の
対象から除外する。
イ　各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に
相当する税
ロ　外国を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に
属する構成会社等に対して課される税（グループ国際
最低課税額に相当する金額のうち各対象会計年度の国
際最低課税額に対する法人税に相当する税の課税標準
とされる金額以外の金額を基礎として計算される金額
を課税標準とするものに限る。）又はこれに相当する
税

②　自国内最低課税額に係る税について，外国税額控除の
対象とする。

⑺　その他所要の措置を講ずる。
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課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち，次
に定める額を，当該事業年度に係る法人事業税額から控除
する措置を講ずる。
イ　令和８.４.１から令和9.３.31までの間に開始する事業
年度　当該超える額に３分の２の割合を乗じた額
ロ　令和9.４.１から令和10.３.31までの間に開始する事業
年度　当該超える額に３分の１の割合を乗じた額

④　その他所要の措置を講ずる。
（注）　令和８.４.１に施行し，同日以後に開始する事業年度

から適用する。

14．震災特例法による特定の資産の買換えの場合の課税の特
例の廃止
適用期限（令和６.３.31）の到来をもって廃止された。

15．各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等〔グ
ローバル・ミニマム課税〕の見直し
⑴　構成会社等がその所在地国において一定の要件を満たす
自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合
には，その所在地国に係るグループ国際最低課税額を零と
する適用免除基準を設ける。
⑵　無国籍構成会社等が自国内最低課税額に係る税を課され
ている場合には，グループ国際最低課税額の計算において
その税の額を控除する。
⑶　個別計算所得等の金額から除外される一定の所有持分の
時価評価損益等について，特定多国籍企業グループ等に係
る国又は地域単位の選択により，個別計算所得等の金額に
含める。
⑷　導管会社等に対する所有持分を有することにより適用を
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受けることができる税額控除の額（一定の要件を満たすも
のに限る。）について，特定多国籍企業グループ等に係る
国又は地域単位の選択により，調整後対象租税額に加算す
る。
⑸　特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度につい
て，特定多国籍企業グループ等報告事項等を，提供義務者
の区分に応じて必要な事項等に見直す。
⑹　外国税額控除について，次の見直しを行う。
①　次に掲げる外国における税について，外国税額控除の
対象から除外する。
イ　各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に
相当する税
ロ　外国を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に
属する構成会社等に対して課される税（グループ国際
最低課税額に相当する金額のうち各対象会計年度の国
際最低課税額に対する法人税に相当する税の課税標準
とされる金額以外の金額を基礎として計算される金額
を課税標準とするものに限る。）又はこれに相当する
税

②　自国内最低課税額に係る税について，外国税額控除の
対象とする。

⑺　その他所要の措置を講ずる。
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2　所得税

１．定額減税（個人住民税を含む。）
令和６年分の所得税について，定額による所得税額の特別
控除を次により実施する。
⑴　居住者の所得税額から，特別控除の額を控除する。ただ
し，その者の令和６年分の所得税に係る合計所得金額が
1,805万円以下である場合に限る。
⑵　特別控除の額は，次の金額の合計額（その者の所得税額
が限度）とする。
①　本人　３万円
②　同一生計配偶者又は扶養親族（居住者に該当する者に
限る。以下「同一生計配偶者等」という。）　１人につき
３万円

⑶　特別控除の実施方法は，次による。
①　給与所得者に係る特別控除の額の控除
イ　令和６.６.１以後最初に支払を受ける給与等（賞与を
含むものとし，給与所得者の扶養控除等申告書の提出の
際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。）に
係る源泉徴収税額から特別控除の額に相当する金額を控
除する。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，上記イ及びここ
に定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない
部分の金額は，以後令和６年中に支払われる当該給与等
に係る源泉徴収税額（同年において最後に支払われるも
のを除く。）に係る控除前源泉徴収税額から，順次控除
する。

（注）　給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異
動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には，年
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末調整により調整する。
②　公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除
令和６.６.１以後最初に厚生労働大臣等から支払を受け
る公的年金等（確定給付企業年金法の規定に基づいて支給
を受ける年金等を除く。）につき源泉徴収をされるべき所
得税の額について，上記①（（注）を除く。）に準じた取扱
いとする。
（注）　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した

事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合
には，確定申告により調整する。

③　事業所得者等に係る特別控除の額の控除
イ　令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額（７月）
から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除す
る。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，第１期分予定納
税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額
は，第２期分予定納税額（11月）から控除する。
ハ　予定納税額の減額の承認の申請により，第１期分予定
納税額及び第２期分予定納税額について，同一生計配偶
者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を
受けることができることとする。
ニ　上記ハの措置に伴い，令和６年分の第１期分予定納税
額の納期を令和６.７.１から9.30までの期間（現行：令
和６.７.１から７.31までの期間）とするとともに，令和
６.６.30の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の
期限を令和６.７.31（現行：７.15）とする。
ホ　令和６年分の確定申告書を提出する事業所得者等は，
その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。

⑷　その他所要の措置を講ずる。
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2　所得税

１．定額減税（個人住民税を含む。）
令和６年分の所得税について，定額による所得税額の特別
控除を次により実施する。
⑴　居住者の所得税額から，特別控除の額を控除する。ただ
し，その者の令和６年分の所得税に係る合計所得金額が
1,805万円以下である場合に限る。
⑵　特別控除の額は，次の金額の合計額（その者の所得税額
が限度）とする。
①　本人　３万円
②　同一生計配偶者又は扶養親族（居住者に該当する者に
限る。以下「同一生計配偶者等」という。）　１人につき
３万円

⑶　特別控除の実施方法は，次による。
①　給与所得者に係る特別控除の額の控除
イ　令和６.６.１以後最初に支払を受ける給与等（賞与を
含むものとし，給与所得者の扶養控除等申告書の提出の
際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。）に
係る源泉徴収税額から特別控除の額に相当する金額を控
除する。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，上記イ及びここ
に定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない
部分の金額は，以後令和６年中に支払われる当該給与等
に係る源泉徴収税額（同年において最後に支払われるも
のを除く。）に係る控除前源泉徴収税額から，順次控除
する。

（注）　給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異
動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には，年
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末調整により調整する。
②　公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除
令和６.６.１以後最初に厚生労働大臣等から支払を受け
る公的年金等（確定給付企業年金法の規定に基づいて支給
を受ける年金等を除く。）につき源泉徴収をされるべき所
得税の額について，上記①（（注）を除く。）に準じた取扱
いとする。
（注）　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した

事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合
には，確定申告により調整する。

③　事業所得者等に係る特別控除の額の控除
イ　令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額（７月）
から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除す
る。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，第１期分予定納
税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額
は，第２期分予定納税額（11月）から控除する。
ハ　予定納税額の減額の承認の申請により，第１期分予定
納税額及び第２期分予定納税額について，同一生計配偶
者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を
受けることができることとする。
ニ　上記ハの措置に伴い，令和６年分の第１期分予定納税
額の納期を令和６.７.１から9.30までの期間（現行：令
和６.７.１から７.31までの期間）とするとともに，令和
６.６.30の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の
期限を令和６.７.31（現行：７.15）とする。
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その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。

⑷　その他所要の措置を講ずる。
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令和６年度分の個人住民税について，定額による所得割の
額の特別控除を次により実施する。
⑴　納税義務者の所得割の額から，特別控除の額を控除する。
ただし，その者の令和６年度分の個人住民税に係る合計所
得金額が1,805万円以下である場合に限る。
⑵　特別控除の額は，次の金額の合計額（その者の所得割の
額が限度）とする。
①　本人　１万円
②　控除対象配偶者又は扶養親族（国外居住者を除く。）　
１人につき１万円
（注）　控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（国外居住

者を除く。）については，令和７年度分の所得割の
額から，１万円を控除する。

⑶　特別控除の実施方法は，次による。
①　給与所得に係る特別徴収の場合
特別徴収義務者は，令和６年６月に給与の支払をする際
は特別徴収を行わず，特別控除の額を控除した後の個人住
民税の額の11分の１の額を令和６年７月から令和７年５
月まで，それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。
②　公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
イ　令和６.10.１以後最初に厚生労働大臣等から支払を受
ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税
の額（以下「各月分特別徴収税額」という。）から特別
控除の額に相当する金額（当該金額が各月分特別徴収税
額を超える場合には，当該各月分特別徴収税額に相当す
る金額）を控除する。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，上記イ及びここ
に定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない
部分の金額は，以後令和６年度中に特別徴収される各月
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分特別徴収税額から，順次控除する。
③　普通徴収の場合
イ　令和６年度分の個人住民税に係る第１期分の納付額か
ら特別控除の額に相当する金額（当該金額が第１期分の
納付額を超える場合には，当該第１期分の納付額に相当
する金額）を控除する。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，上記イ及びここ
に定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない
部分の金額は，第２期分以降の納付額から，順次控除す
る。

⑷　道府県民税及び市町村民税における特別控除の額は以下
のとおりとする。
①　道府県民税における特別控除の額は，特別控除の額に，
その者の道府県民税所得割の額をその者の道府県民税所
得割の額と市町村民税所得割の額との合計額で除して得
た数値を乗じて得た金額とする。
②　市町村民税における特別控除の額は，特別控除の額か
ら道府県民税における特別控除の額を控除して得た金額
とする。

⑸　特別控除の額は，他の税額控除の額を控除した後の所得
割の額から控除することとする。
⑹　以下の額の算定の基礎となる令和６年度分の所得割の額
は，特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
①　都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除（ふる
さと納税）の特例控除額の控除上限額
②　公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額
⑺　その他所要の措置を講ずる。
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令和６年度分の個人住民税について，定額による所得割の
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額が限度）とする。
①　本人　１万円
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１人につき１万円
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⑶　特別控除の実施方法は，次による。
①　給与所得に係る特別徴収の場合
特別徴収義務者は，令和６年６月に給与の支払をする際
は特別徴収を行わず，特別控除の額を控除した後の個人住
民税の額の11分の１の額を令和６年７月から令和７年５
月まで，それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。
②　公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
イ　令和６.10.１以後最初に厚生労働大臣等から支払を受
ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税
の額（以下「各月分特別徴収税額」という。）から特別
控除の額に相当する金額（当該金額が各月分特別徴収税
額を超える場合には，当該各月分特別徴収税額に相当す
る金額）を控除する。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，上記イ及びここ
に定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない
部分の金額は，以後令和６年度中に特別徴収される各月
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分特別徴収税額から，順次控除する。
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ら特別控除の額に相当する金額（当該金額が第１期分の
納付額を超える場合には，当該第１期分の納付額に相当
する金額）を控除する。
ロ　特別控除の額に相当する金額のうち，上記イ及びここ
に定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない
部分の金額は，第２期分以降の納付額から，順次控除す
る。

⑷　道府県民税及び市町村民税における特別控除の額は以下
のとおりとする。
①　道府県民税における特別控除の額は，特別控除の額に，
その者の道府県民税所得割の額をその者の道府県民税所
得割の額と市町村民税所得割の額との合計額で除して得
た数値を乗じて得た金額とする。
②　市町村民税における特別控除の額は，特別控除の額か
ら道府県民税における特別控除の額を控除して得た金額
とする。

⑸　特別控除の額は，他の税額控除の額を控除した後の所得
割の額から控除することとする。
⑹　以下の額の算定の基礎となる令和６年度分の所得割の額
は，特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
①　都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除（ふる
さと納税）の特例控除額の控除上限額
②　公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額
⑺　その他所要の措置を講ずる。
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２．公益信託制度の創設に伴う措置
⑴　公益信託の信託財産につき生ずる所得（貸付信託の受益
権の収益の分配に係るものにあっては，当該受益権が当該
公益信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する
部分の額に限る。）については，所得税を課さないことと
する。
⑵　公益信託の受託者（個人に限る。）に対する贈与等により，
居住者の有する譲渡所得の基因となる資産等の移転があっ
た場合には，当該居住者に対しその贈与等によるみなし譲
渡課税を適用することとする。
⑶　公益信託の委託者がその有する資産を信託した場合に
は，当該資産を信託した時において，当該委託者から当該
公益信託の受託者に対して贈与等により当該資産の移転が
行われたものとして，当該委託者に対しその贈与等による
みなし譲渡課税を適用することとする。
⑷　公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託
に係る信託事務に関連する寄附金（出資に関する信託事務
に充てられることが明らかなものを除く。）について，特
定公益増進法人に対する寄附金と同様に，寄附金控除の対
象とする。

（注）　公益信託に関する法律（令和６年法律30号）の施行の
日から適用する。

３．社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し
対象医療機関に対し支給される流行初期医療の確保に要す
る費用が本特例の対象となることを明確化するとともに，支
払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等の範囲に，
社会保険診療報酬支払基金から支給される流行初期医療の確
保に要する費用を加える。
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４．特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の
取得に係る経済的利益の非課税等〔ストックオプション税
制〕の見直し
⑴　適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について，
「新株予約権を与えられた者と当該新株予約権の行使に係
る株式会社との間で締結される一定の要件を満たす当該行
使により交付をされる株式（譲渡制限株式に限る。）の管
理等に関する契約に従って，当該株式会社により当該株式
の管理等がされること」との要件を満たす場合には，「新
株予約権の行使により取得をする株式につき金融商品取引
業者等の営業所等に保管の委託等がされること」との要件
を満たすことを不要とする。
⑵　その年における新株予約権の行使に係る権利行使価額の
限度額について，次のとおりとする。
①　設立の日以後の期間が５年未満の株式会社が付与する
新株予約権については，当該限度額を2,400万円（改正
前：1,200万円）に引き上げる。
②　一定の株式会社が付与する新株予約権については，当
該限度額を3,600万円（改正前：1,200万円）に引き上げる。
（注）　上記の「一定の株式会社」とは，設立の日以後の

期間が５年以上20年未満である株式会社で，金融商
品取引所に上場されている株式等の発行者である会
社以外の会社又は金融商品取引所に上場されている
株式等の発行者である会社のうち上場等の日以後の
期間が５年未満であるものをいう。

５．住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直
し
⑴　個人で，年齢40歳未満であって配偶者を有する者，年齢
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部分の額に限る。）については，所得税を課さないことと
する。
⑵　公益信託の受託者（個人に限る。）に対する贈与等により，
居住者の有する譲渡所得の基因となる資産等の移転があっ
た場合には，当該居住者に対しその贈与等によるみなし譲
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は，当該資産を信託した時において，当該委託者から当該
公益信託の受託者に対して贈与等により当該資産の移転が
行われたものとして，当該委託者に対しその贈与等による
みなし譲渡課税を適用することとする。
⑷　公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託
に係る信託事務に関連する寄附金（出資に関する信託事務
に充てられることが明らかなものを除く。）について，特
定公益増進法人に対する寄附金と同様に，寄附金控除の対
象とする。

（注）　公益信託に関する法律（令和６年法律30号）の施行の
日から適用する。

３．社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し
対象医療機関に対し支給される流行初期医療の確保に要す
る費用が本特例の対象となることを明確化するとともに，支
払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等の範囲に，
社会保険診療報酬支払基金から支給される流行初期医療の確
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４．特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の
取得に係る経済的利益の非課税等〔ストックオプション税
制〕の見直し
⑴　適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について，
「新株予約権を与えられた者と当該新株予約権の行使に係
る株式会社との間で締結される一定の要件を満たす当該行
使により交付をされる株式（譲渡制限株式に限る。）の管
理等に関する契約に従って，当該株式会社により当該株式
の管理等がされること」との要件を満たす場合には，「新
株予約権の行使により取得をする株式につき金融商品取引
業者等の営業所等に保管の委託等がされること」との要件
を満たすことを不要とする。
⑵　その年における新株予約権の行使に係る権利行使価額の
限度額について，次のとおりとする。
①　設立の日以後の期間が５年未満の株式会社が付与する
新株予約権については，当該限度額を2,400万円（改正
前：1,200万円）に引き上げる。
②　一定の株式会社が付与する新株予約権については，当
該限度額を3,600万円（改正前：1,200万円）に引き上げる。
（注）　上記の「一定の株式会社」とは，設立の日以後の

期間が５年以上20年未満である株式会社で，金融商
品取引所に上場されている株式等の発行者である会
社以外の会社又は金融商品取引所に上場されている
株式等の発行者である会社のうち上場等の日以後の
期間が５年未満であるものをいう。

５．住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直
し
⑴　個人で，年齢40歳未満であって配偶者を有する者，年齢
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40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は
年齢19歳未満の扶養親族を有する者（以下「特例対象個人」
という。）が，認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建
築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住
宅等の取得をして令和６.１.１から令和６.12.31までの間に
居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額
（借入限度額）を次のとおりとして本特例の適用ができる
こととする。

住宅の区分 借入限度額
認定住宅 5,000万円

特定エネルギー消費性能向上住宅 4,500万円
エネルギー消費性能向上住宅 4,000万円

⑵　認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたこ
とのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置につい
て，令和６.12.31以前に建築確認を受けた家屋についても
適用できることとする。

６．既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の
見直し
適用期限が２年延長された。

７．既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の
特別控除の見直し
⑴　本税額控除の適用対象者の合計所得金額要件を2,000万
円以下（改正前：3,000万円以下）に引き下げるとともに，
適用期限を２年延長する。
⑵　特例対象個人が，その者の所有する居住用の家屋につい
て一定の子育て対応改修工事等をして，当該居住用の家屋
を令和６.４.１から令和６.12.31までの間に居住の用に供し
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た場合を適用対象に追加し，その子育て対応改修工事等に
係る標準的工事費用相当額（250万円を限度）の10％に相
当する金額をその年分の所得税の額から控除できることと
する。
（注１）　上記の「子育て対応改修工事等」とは，①住宅内

における子どもの事故を防止するための工事，②対面
式キッチンへの交換工事，③開口部の防犯性を高める
工事，④収納設備を増設する工事，⑤開口部・界壁・
床の防音性を高める工事，⑥間取り変更工事（一定の
ものに限る。）であって，その工事に係る標準的な工
事費用相当額（補助金等の交付がある場合には，当該
補助金等の額を控除した後の金額）が50万円を超える
こと等一定の要件を満たすものをいう。

（注２）　上記の税額控除は，その年分の合計所得金額が
2,000万円を超える場合には適用しない。

８．認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の
見直し
適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下（改正前：
3,000万円以下）に引き下げた上，その適用期限を２年延長
する。

９．特定の住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合
の1,500万円特別控除の延長
適用期限が３年延長された。

10．特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡
所得の課税の特例の延長
適用期限が２年延長された。
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40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は
年齢19歳未満の扶養親族を有する者（以下「特例対象個人」
という。）が，認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建
築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住
宅等の取得をして令和６.１.１から令和６.12.31までの間に
居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額
（借入限度額）を次のとおりとして本特例の適用ができる
こととする。

住宅の区分 借入限度額
認定住宅 5,000万円

特定エネルギー消費性能向上住宅 4,500万円
エネルギー消費性能向上住宅 4,000万円

⑵　認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたこ
とのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置につい
て，令和６.12.31以前に建築確認を受けた家屋についても
適用できることとする。

６．既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の
見直し
適用期限が２年延長された。

７．既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の
特別控除の見直し
⑴　本税額控除の適用対象者の合計所得金額要件を2,000万
円以下（改正前：3,000万円以下）に引き下げるとともに，
適用期限を２年延長する。
⑵　特例対象個人が，その者の所有する居住用の家屋につい
て一定の子育て対応改修工事等をして，当該居住用の家屋
を令和６.４.１から令和６.12.31までの間に居住の用に供し
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た場合を適用対象に追加し，その子育て対応改修工事等に
係る標準的工事費用相当額（250万円を限度）の10％に相
当する金額をその年分の所得税の額から控除できることと
する。
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における子どもの事故を防止するための工事，②対面
式キッチンへの交換工事，③開口部の防犯性を高める
工事，④収納設備を増設する工事，⑤開口部・界壁・
床の防音性を高める工事，⑥間取り変更工事（一定の
ものに限る。）であって，その工事に係る標準的な工
事費用相当額（補助金等の交付がある場合には，当該
補助金等の額を控除した後の金額）が50万円を超える
こと等一定の要件を満たすものをいう。

（注２）　上記の税額控除は，その年分の合計所得金額が
2,000万円を超える場合には適用しない。

８．認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の
見直し
適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下（改正前：
3,000万円以下）に引き下げた上，その適用期限を２年延長
する。

９．特定の住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合
の1,500万円特別控除の延長
適用期限が３年延長された。

10．特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡
所得の課税の特例の延長
適用期限が２年延長された。
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11．特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除
等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越
控除等の見直し
⑴　適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社
等により発行される特定株式の取得に要した金額の範囲
に，当該特定株式が当該株式会社等により発行された一定
の新株予約権の行使により取得をしたものである場合にお
ける当該新株予約権の取得に要した金額を加える。
⑵　適用対象に，特定新規中小企業者に該当する株式会社等
により発行される特定株式を一定の信託を通じて取得をし
た場合を加える。

12．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
の見直し
適用期限を２年延長するとともに，本特例の適用を受けよ
うとする個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対し
て住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用
申請書の提出をしている場合には，住宅借入金等の残高証明
書の確定申告書等への添付を不要とする。
（注）　令和６.１.１以後に行う譲渡資産の譲渡について適用

する。

13．特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の延長
適用期限が２年延長された。

14．政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又
は所得税額の特別控除の延長
適用期限が５年延長された。
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15．震災特例法による特定の事業用資産の買換えの場合の譲
渡所得の課税の特例等の廃止
適用期限（令和６.３.31）の到来をもって廃止された。

16．令和６年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の
特別措置
⑴　雑損控除の特例
令和６年能登半島地震災害により住宅や家財等について損
失が生じたときは，令和５年分の所得税において，その損失
の金額を雑損控除の適用対象とすることができる。
⑵　災害減免法の特例
令和６年能登半島地震災害により住宅や家財について甚大
な被害を受けたときは，雑損控除との選択により，令和５年
分の所得税について，災害減免法による軽減免除の適用を受
けることができる。
⑶　被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
令和６年能登半島地震災害により事業用資産等について損
失が生じたときは，その損失の金額を令和５年分の事業所得
等の金額の計算上，必要経費に算入することができる。
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11．特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除
等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越
控除等の見直し
⑴　適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社
等により発行される特定株式の取得に要した金額の範囲
に，当該特定株式が当該株式会社等により発行された一定
の新株予約権の行使により取得をしたものである場合にお
ける当該新株予約権の取得に要した金額を加える。
⑵　適用対象に，特定新規中小企業者に該当する株式会社等
により発行される特定株式を一定の信託を通じて取得をし
た場合を加える。

12．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
の見直し
適用期限を２年延長するとともに，本特例の適用を受けよ
うとする個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対し
て住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用
申請書の提出をしている場合には，住宅借入金等の残高証明
書の確定申告書等への添付を不要とする。
（注）　令和６.１.１以後に行う譲渡資産の譲渡について適用

する。

13．特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の延長
適用期限が２年延長された。

14．政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又
は所得税額の特別控除の延長
適用期限が５年延長された。
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15．震災特例法による特定の事業用資産の買換えの場合の譲
渡所得の課税の特例等の廃止
適用期限（令和６.３.31）の到来をもって廃止された。

16．令和６年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の
特別措置
⑴　雑損控除の特例
令和６年能登半島地震災害により住宅や家財等について損
失が生じたときは，令和５年分の所得税において，その損失
の金額を雑損控除の適用対象とすることができる。
⑵　災害減免法の特例
令和６年能登半島地震災害により住宅や家財について甚大
な被害を受けたときは，雑損控除との選択により，令和５年
分の所得税について，災害減免法による軽減免除の適用を受
けることができる。
⑶　被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
令和６年能登半島地震災害により事業用資産等について損
失が生じたときは，その損失の金額を令和５年分の事業所得
等の金額の計算上，必要経費に算入することができる。
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3　相続税・贈与税

１．直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与
税の非課税措置の見直し
⑴　適用期限が３年延長された。
⑵　非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギー
の使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件につい
て，住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住
宅用家屋の取得をする場合にあっては，当該住宅用家屋の
省エネ性能が断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消
費量等級６以上（改正前：断熱等性能等級４以上又は一次
エネルギー消費量等級４以上）であることとする。
（注）　令和６.１.１以後に贈与により取得する住宅取得等

資金に係る贈与税について適用する。

２．非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度
の特例承継計画の提出期限の延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度
について，特例承継計画の提出期限が２年延長された。
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4　消費税その他

１．プラットフォーム課税の導入
⑴　国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電
気通信利用役務の提供（事業者向け電気通信利用役務の提
供に該当するものを除く。）のうち，下記⑵の指定を受け
たプラットフォーム事業者（「特定プラットフォーム事業
者」）を介してその対価を収受するものについては，特定
プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
⑵　国税庁長官は，プラットフォーム事業者のその課税期間
において上記⑴の対象となるべき電気通信利用役務の提供
に係る対価の額の合計額が50億円を超える場合には，当該
プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者と
して指定する。
⑶　上記⑵の要件に該当する者は，その課税期間に係る確定
申告書の提出期限までに，その旨を国税庁長官に届け出な
ければならない。
⑷　国税庁長官は，特定プラットフォーム事業者を指定した
ときは，当該特定プラットフォーム事業者に対してその旨
を通知するとともに，当該特定プラットフォーム事業者に
係るデジタルプラットフォームの名称等についてインター
ネットを通じて速やかに公表するものとし，指定を受けた
特定プラットフォーム事業者は，上記⑴の対象となる国外
事業者に対してその旨を通知するものとする。
⑸　特定プラットフォーム事業者は，確定申告書に上記⑴の
対象となる金額等を記載した明細書を添付するものとする。
⑹　その他所要の措置を講ずる。
（注）　令和７.４.１以後に行われる電気通信利用役務の提供

について適用する。
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3　相続税・贈与税

１．直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与
税の非課税措置の見直し
⑴　適用期限が３年延長された。
⑵　非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギー
の使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件につい
て，住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住
宅用家屋の取得をする場合にあっては，当該住宅用家屋の
省エネ性能が断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消
費量等級６以上（改正前：断熱等性能等級４以上又は一次
エネルギー消費量等級４以上）であることとする。
（注）　令和６.１.１以後に贈与により取得する住宅取得等

資金に係る贈与税について適用する。

２．非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度
の特例承継計画の提出期限の延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度
について，特例承継計画の提出期限が２年延長された。
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4　消費税その他

１．プラットフォーム課税の導入
⑴　国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電
気通信利用役務の提供（事業者向け電気通信利用役務の提
供に該当するものを除く。）のうち，下記⑵の指定を受け
たプラットフォーム事業者（「特定プラットフォーム事業
者」）を介してその対価を収受するものについては，特定
プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
⑵　国税庁長官は，プラットフォーム事業者のその課税期間
において上記⑴の対象となるべき電気通信利用役務の提供
に係る対価の額の合計額が50億円を超える場合には，当該
プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者と
して指定する。
⑶　上記⑵の要件に該当する者は，その課税期間に係る確定
申告書の提出期限までに，その旨を国税庁長官に届け出な
ければならない。
⑷　国税庁長官は，特定プラットフォーム事業者を指定した
ときは，当該特定プラットフォーム事業者に対してその旨
を通知するとともに，当該特定プラットフォーム事業者に
係るデジタルプラットフォームの名称等についてインター
ネットを通じて速やかに公表するものとし，指定を受けた
特定プラットフォーム事業者は，上記⑴の対象となる国外
事業者に対してその旨を通知するものとする。
⑸　特定プラットフォーム事業者は，確定申告書に上記⑴の
対象となる金額等を記載した明細書を添付するものとする。
⑹　その他所要の措置を講ずる。
（注）　令和７.４.１以後に行われる電気通信利用役務の提供

について適用する。
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２．事業者免税点制度の特例の見直し
⑴　特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特
例について，課税売上高に代わり適用可能とされている給
与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。
⑵　資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免
除の特例について，外国法人は基準期間を有する場合であ
っても，国内における事業の開始時に本特例の適用の判定
を行う。
⑶　資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税
義務の免除の特例について，対象となる特定新規設立法人
の範囲に，その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超
である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合の
その法人を加えるほか，上記⑵と同様の措置を講ずる。

（注）　令和６.10.１以後に開始する課税期間から適用する。

３．高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡
易課税制度の見直し
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易
課税制度の適用を制限する措置の対象に，その課税期間にお
いて取得した金又は白金の地金等の額の合計額が税抜200万
円以上である場合を加える。
（注）　令和６.４.１以後に国内において事業者が行う金又は

白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られ
る金又は白金の地金等について適用する。

４．簡易課税制度等の見直し
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒
久的施設を有しない国外事業者については，簡易課税制度の
適用を認めないこととする。また，適格請求書発行事業者と
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なる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用に
ついても同様とする。
（注）　令和６.10.１以後に開始する課税期間から適用する。

５．適格請求書等保存方式〔インボイス制度〕の見直し
⑴　適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに
係る税額控除に関する経過措置について，一の適格請求書
発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその
年又はその事業年度で10億円を超える場合には，その超え
た部分の課税仕入れについて，適用を認めないこととする。
（注）　令和６.10.１以後に開始する課税期間から適用する。
⑵　一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額
控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課
税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ
（３万円未満のものに限る。）については，帳簿への住所等
の記載を不要とする。
（注）　令和５.10.１以後に行われる上記の課税仕入れに係

る帳簿への住所等の記載については，運用上，記載が
なくとも改めて求めないものとする。

⑶　簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事
業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する事業者
が，令和５.10.１以後に国内において行う課税仕入れにつ
いて，税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として
計上する金額につき，継続適用を条件として当該課税仕入
れに係る支払対価の額に110分の10（軽減対象課税資産の
譲渡等に係るものである場合には，108分の８）を乗じた
金額とすることが認められることを明確化するほか，消費
税に係る経理処理方法について所要の見直しを行う。
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２．事業者免税点制度の特例の見直し
⑴　特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特
例について，課税売上高に代わり適用可能とされている給
与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。
⑵　資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免
除の特例について，外国法人は基準期間を有する場合であ
っても，国内における事業の開始時に本特例の適用の判定
を行う。
⑶　資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税
義務の免除の特例について，対象となる特定新規設立法人
の範囲に，その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超
である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合の
その法人を加えるほか，上記⑵と同様の措置を講ずる。

（注）　令和６.10.１以後に開始する課税期間から適用する。

３．高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡
易課税制度の見直し
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易
課税制度の適用を制限する措置の対象に，その課税期間にお
いて取得した金又は白金の地金等の額の合計額が税抜200万
円以上である場合を加える。
（注）　令和６.４.１以後に国内において事業者が行う金又は

白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られ
る金又は白金の地金等について適用する。

４．簡易課税制度等の見直し
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒
久的施設を有しない国外事業者については，簡易課税制度の
適用を認めないこととする。また，適格請求書発行事業者と
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なる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用に
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発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその
年又はその事業年度で10億円を超える場合には，その超え
た部分の課税仕入れについて，適用を認めないこととする。
（注）　令和６.10.１以後に開始する課税期間から適用する。
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税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ
（３万円未満のものに限る。）については，帳簿への住所等
の記載を不要とする。
（注）　令和５.10.１以後に行われる上記の課税仕入れに係

る帳簿への住所等の記載については，運用上，記載が
なくとも改めて求めないものとする。

⑶　簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事
業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する事業者
が，令和５.10.１以後に国内において行う課税仕入れにつ
いて，税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として
計上する金額につき，継続適用を条件として当該課税仕入
れに係る支払対価の額に110分の10（軽減対象課税資産の
譲渡等に係るものである場合には，108分の８）を乗じた
金額とすることが認められることを明確化するほか，消費
税に係る経理処理方法について所要の見直しを行う。
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5　納税環境整備

１．隠蔽し，又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出
していた場合の重加算税制度の見直し
過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される重加算
税の適用対象に，隠蔽し，又は仮装された事実に基づき更正
請求書を提出していた場合を加える。
（注１）　令和７.１.１以後に法定申告期限等が到来する国税

について適用する。
（注２）　偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等

に，延滞税の計算期間から一定の期間を控除する特例が
不適用となる措置について，隠蔽し，又は仮装された事
実に基づき更正請求書を提出していた一定の場合が対象
となることを明確化する運用上の対応を行う。

２．偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役
員等の第二次納税義務の整備
偽りその他不正の行為により国税を免れ，又は国税の還付
を受けた株式会社，合資会社又は合同会社がその国税（その
附帯税を含む。）を納付していない場合において，徴収不足
であると認められるときは，その偽りその他不正の行為をし
たその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の
業務を執行する有限責任社員（その役員等を判定の基礎とな
る株主等として選定した場合にその株式会社，合資会社又は
合同会社が被支配会社に該当する場合におけるその役員等に
限る。）は，その偽りその他不正の行為により免れ，若しく
は還付を受けた国税の額又はその株式会社，合資会社若しく
は合同会社の財産のうち，その役員等が移転を受けたもの及
びその役員等が移転をしたもの（通常の取引の条件に従って
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行われたと認められる一定の取引として移転をしたものを除
く。）の価額のいずれか低い額を限度として，その滞納に係
る国税の第二次納税義務を負うこととする。
（注１）　「被支配会社」とは，１株主グループの所有株式数

が会社の発行済株式の50％を超える場合等におけるそ
の会社をいう。

（注２）　令和７.１.１以後に滞納となった一定の国税につい
て適用する。

３．税務代理権限証書等の様式の整備
税務代理権限証書，申告書の作成に関する計算事項等記載
書面及び申告書に関する審査事項等記載書面の様式につい
て，国税庁長官が必要がある場合に，所要の事項を付記する
こと又は一部の事項を削ることができることとするほか，「所
属税理士会等」の欄の記載事項の簡素化を行う。
（注）　令和８.9.１以後に提出する税務代理権限証書，申告

書の作成に関する計算事項等記載書面及び申告書に関す
る審査事項等記載書面について適用する。

４．処分通知等の電子交付の拡充
電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により行うこ
とができる処分通知等について，次の措置を講ずる。
⑴　法令上，全ての処分通知等について，e-Taxにより行う
ことができることとする。
⑵　e-Taxにより処分通知等を受ける旨の同意について，処
分通知等に係る申請等に併せて行う方式を廃止し，あらか
じめメールアドレスを登録してその同意を行う方式とする。
⑶　その他所要の措置を講ずる。
（注）　上記の改正は，令和８.9.24から施行する。
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２．偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役
員等の第二次納税義務
偽りその他不正の行為により国税を免れ，又は国税の還付
を受けた株式会社，合資会社又は合同会社がその国税（その
附帯税を含む。）を納付していない場合において，徴収不足
であると認められるときは，その偽りその他不正の行為をし
たその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の
業務を執行する有限責任社員（その役員等を判定の基礎とな
る株主等として選定した場合にその株式会社，合資会社又は
合同会社が被支配会社に該当する場合におけるその役員等に
限る。）は，その偽りその他不正の行為により免れ，若しく
は還付を受けた国税の額又はその株式会社，合資会社若しく
は合同会社の財産のうち，その役員等が移転を受けたもの及
びその役員等が移転をしたもの（通常の取引の条件に従って
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行われたと認められる一定の取引として移転をしたものを除
く。）の価額のいずれか低い額を限度として，その滞納に係
る国税の第二次納税義務を負うこととする。
（注１）　「被支配会社」とは，１株主グループの所有株式数

が会社の発行済株式の50％を超える場合等におけるそ
の会社をいう。

（注２）　令和７.１.１以後に滞納となった一定の国税につい
て適用する。

３．税務代理権限証書等の様式の整備
税務代理権限証書，申告書の作成に関する計算事項等記載
書面及び申告書に関する審査事項等記載書面の様式につい
て，国税庁長官が必要がある場合に，所要の事項を付記する
こと又は一部の事項を削ることができることとするほか，「所
属税理士会等」の欄の記載事項の簡素化を行う。
（注）　令和８.9.１以後に提出する税務代理権限証書，申告

書の作成に関する計算事項等記載書面及び申告書に関す
る審査事項等記載書面について適用する。

４．処分通知等の電子交付の拡充
電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により行うこ
とができる処分通知等について，次の措置を講ずる。
⑴　法令上，全ての処分通知等について，e-Taxにより行う
ことができることとする。
⑵　e-Taxにより処分通知等を受ける旨の同意について，処
分通知等に係る申請等に併せて行う方式を廃止し，あらか
じめメールアドレスを登録してその同意を行う方式とする。
⑶　その他所要の措置を講ずる。
（注）　上記の改正は，令和８.9.24から施行する。
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都道府県別健康保険料率（全国健康保険協会）
（令和６年３月分〜）  （単位：％）

都道府
県名

健康保険料率
都道府
県名

健康保険料率
介護保険第 2号
被保険者に該当
しない方

介護保険第 2号
被保険者に該当

する方

介護保険第 2号
被保険者に該当
しない方

介護保険第 2号
被保険者に該当

する方
北海道 10.21% 11.81% 滋賀県 	9.89% 11.49%
青森県 	9.49% 11.09% 京都府 10.13% 11.73%
岩手県 	9.63% 11.23% 大阪府 10.34% 11.94%
宮城県 10.01% 11.61% 兵庫県 10.18% 11.78%
秋田県 	9.85% 11.45% 奈良県 10.22% 11.82%
山形県 	9.84% 11.44% 和歌山県 10.00% 11.60%
福島県 	9.59% 11.19% 鳥取県 	9.68% 11.28%
茨城県 	9.66% 11.26% 島根県 	9.92% 11.52%
栃木県 	9.79% 11.39% 岡山県 10.02% 11.62%
群馬県 	9.81% 11.41% 広島県 	9.95% 11.55%
埼玉県 	9.78% 11.38% 山口県 10.20% 11.80%
千葉県 	9.77% 11.37% 徳島県 10.19% 11.79%
東京都 	9.98% 11.58% 香川県 10.33% 11.93%
神奈川県 10.02% 11.62% 愛媛県 10.03% 11.63%
新潟県 	9.35% 10.95% 高知県 	9.89% 11.49%
富山県 	9.62% 11.22% 福岡県 10.35% 11.95%
石川県 	9.94% 11.54% 佐賀県 10.42% 12.02%
福井県 10.07% 11.67% 長崎県 10.17% 11.77%
山梨県 	9.94% 11.54% 熊本県 10.30% 11.90%
長野県 	9.55% 11.15% 大分県 10.25% 11.85%
岐阜県 	9.91% 11.51% 宮崎県 	9.85% 11.45%
静岡県 	9.85% 11.45% 鹿児島県 10.13% 11.73%
愛知県 10.02% 11.62% 沖縄県 	9.52% 11.12%
三重県 	9.94% 11.54%

＊１	．40歳以上65歳未満の方（介護保険第２号被保険者に該当す
る方）は全国一律の介護保険料率（1.60％）が加わります。
上記表の右欄になります。

＊ 2 	．各都道府県の保険料額表は，全国健康保険協会（協会けん
ぽ）のホームページ（https://www.kyoukaikenpo.or.jp）に
掲載されています。

＊ 3 	．健康保険組合に加入する方の健康保険料については，加入
する健康保険組合にお問い合わせ下さい。
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